
消費生活 第78回
～情報商材トラブルって？～
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・「
誰
で
も
簡
単
に
稼
げ
る
」
な
ど
と
い
っ
た
謳
い
文
句
に
つ
ら
れ
て
す
ぐ

に
契
約
せ
ず
、
慎
重
に
判
断
し
ま
し
ょ
う
。

・
簡
単
に
高
額
な
収
入
を
得
ら
れ
る
方
法
は
あ
り
ま
せ
ん
。
高
額
な
契
約
を

次
々
と
勧
め
ら
れ
た
り
、
話
が
違
う
と
思
っ
た
ら
は
っ
き
り
と
断
り
ま

し
ょ
う
。
大
学
生
や
高
校
生
か
ら
も
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

・「
元
が
取
れ
る
か
ら
大
丈
夫
」
と
言
わ
れ
て
も
、
安
易
に
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
で
の
高
額
決
済
や
借
金
を
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
不
安
に
思
っ
た
時
や
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
場
合
は
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
相
談
事
例

①
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
知
り
合
っ
た
人
か
ら
勧
め
ら
れ

た
情
報
商
材
を
購
入
し
た
が
、
内
容
が
説

明
と
異
な
る
う
え
に
、
儲
か
ら
な
い
。

②
求
人
サ
イ
ト
で
「
在
宅
で
稼
げ
る
。
返
金

保
証
」
と
あ
り
契
約
し
た
が
、
稼
げ
ず
支

払
っ
た
会
費
の
返
金
も
拒
否
さ
れ
た
。

「
必
ず
儲
か
る
？
」「
高
額
収
入
を
得
ら
れ
る
？
」

情
報
商
材
※
ト
ラ
ブ
ル
が
増
え
て
い
ま
す

知っ 情報!得

年 金
だより

新成人の皆さんへ

20歳になったら国民年金
　２０歳を迎えられる皆さんは、これから国民年金に加
入し保険料を納めることになります。

　国民年金は、年をとった時や、いざという時の生活
を、みんなで支えようという制度で、ご自身が高齢に
なった時だけでなく、病気や事故で障害が残った場合
などに年金を受け取ることができます。

　２０歳になってから概ね二週間以内に案内が送付さ
れますので、納付方法などを確認してください。（すで
に厚生年金や共済組合に加入している方には送付さ
れません。）

　保険料を未納のままにすると、年金の給付を受ける
ことができない場合があります。保険料の支払いが困
難な場合は、「学生納付特例制度」、「納付猶予制度」な
どの制度をご利用ください。

■場所：射水市役所本庁舎１階　１０４相談室
■日時：1月19日㈫　10：00 ～15：00
※基礎年金番号の分かるものや身分証を持参ください。

★出張年金相談★

※
副
業
や
投
資
等
で
高
額
収
入
を
得
る
た
め
の
ノ
ウ
ハ
ウ
等
と
称
し
て

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
販
売
さ
れ
て
い
る
情
報
の
こ
と
を

「
情
報
商
材
」
と
言
い
ま
す
。

学生納付特例制度
　学生の方は、本人の所得が一定額以下の場合、国
民年金保険料の納付が猶予される制度です。申請に
は学生証（両面）の写し、または在学証明書（原本）が必
要です。
納付猶予制度
　学生でない50歳未満の方で、本人及び配偶者の
所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納
付が猶予される制度です。
問合わせ先

保険年金課　　　☎51－６６２８
高岡年金事務所　☎21－４１８０
（ダイヤル後、音声案内が流れますので、②番を
押してください。担当課へつながります）

102021.1


